
「
何
で
も
投
書
箱
」
に

多
く
の
ご
意
見
を

い
た
だ
き
ま
し
た

　

昨
年
度
、
何
で

も
投
書
箱
へ
84
件

の
市
政
に
対
す
る

ご
意
見
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
大
変

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
そ
の

一
部
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

質 
秩
父
郡
市
は
人
口
や
出
生
数
が
少
な

い
。
郡
市
で
協
力
し
て
若
い
人
が
住

み
や
す
い
街
づ
く
り
を
し
て
ほ
し
い
。

答 
秩
父
市
・
横
瀬
町
・
皆
野
町
・
長
瀞

町
・
小
鹿
野
町
の
１
市
４
町
で
は
、

住
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
に

す
る
た
め
協
力
す
る
「
定
住
自
立
圏

構
想
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
医

療
体
制
の
充
実
、
企
業
誘
致
に
関
す

る
事
業
な
ど
、
秩
父
地
域
に
魅
力
を

感
じ
て
住
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
努
力

し
て
い
き
ま
す
。

質 
有
害
鳥
獣
に
よ
る
被
害
へ
の
対
応
状

況
を
教
え
て
ほ
し
い
。

答 
農
作
物
被
害
お
よ
び
駆
除
に
つ
い
て

は
、
猟
友
会
と
委
託
契
約
を
行
い
、

有
害
鳥
獣
駆
除
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

警
察
や
猟
友
会
と
連
携
を
と
り
な
が

ら
、
緊
急
的
な
有
害
鳥
獣
捕
獲
や
追

払
い
の
実
施
、
周
辺
住
民
へ
の
注
意

喚
起
を
行
い
、
人
的
被
害
を
防
止
す

る
よ
う
措
置
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。

質 
卒
業
ソ
ン
グ
「
旅
立
ち
の
日
に
」
発

祥
の
地
・
秩
父
市
を
Ｐ
Ｒ
し
て
ほ
し

い
。

答 
毎
年
３
月
に
、
正
午
の
防
災
無
線
の

音
楽
と
し
て
「
旅
立
ち
の
日
に
」
を

流
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
広
く
歌
い

継
が
れ
て
い
く
よ
う
に
秩
父
ミ
ュ
ー

ズ
パ
ー
ク
内
に
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
『
旅

立
ち
の
丘
』
を
設
置
し
、
誕
生
の
舞

台
と
な
っ
た
影
森
中
学
校
生
徒
の
コ

ー
ラ
ス
に
よ
る
「
旅
立
ち
の
日
に
」

を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

質 
歴
史
文
化
伝
承
館
を
訪
れ
た
と
き
、

行
事
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
わ
か

り
や
す
く
す
る
た
め
に
案
内
板
を
設

置
し
て
ほ
し
い
。

答 
歴
史
文
化
伝
承
館
１
階
に
ホ
ワ
イ
ト

ボ
ー
ド
を
設
置
し
て
、
館
内
の
行
事

が
わ
か
る
よ
う
対
応
し
ま
し
た
。
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　中小企業者の皆さんへ
融資制度をご利用ください！　

　融資利率等は改定される場合がありますので、申し込
み前に必ずご確認ください。問商工課☎２５－５２０８
中小企業振興資金（秩父市ハイパワー資金）

【取扱金融機関】商工中金熊谷支店および、埼玉りそな銀行、武蔵野
銀行、埼玉縣信用金庫、足利銀行、東和銀行の各秩父支店

資 金 使 途 運転資金・設備資金
（借入金の返済、税金の支払いは対象外となります。）

主 な
申 込 要 件

① 市内に店舗、工場もしくは事業所（法人の場合は本社）
を有している、または新たに有しようとしていること

②市税を完納していること
③ 本制度による融資を過去に受けている場合は、その融
資を完済していること

融資限度額 運転、設備合わせて2,000万円

利　　 率

融資実行時の長期プライムレートと同率
※ 利子率の２分の１を限度として、融資額に対する年１
％分の利子を市が予算の範囲内で補助します。

（平成27年２月末現在の長期プライムレート1.15％）

融 資 期 間 運転５年以内・設備７年以内（いずれも据置６か月以
内）

担　　 保 必要に応じて

保 証 人【商工中金】原則１名以上【他の金融機関】協議による

信 用 保 証【商工中金】必要に応じて【他の金融機関】原則必要

実際にご負担いただく利子　
①融資実行時の長期プライムレートが2.5％の場合…
　2.5％－市補助分１％＝1.5％
②融資実行時の長期プライムレートが1.2％の場合…
　1.2％－市補助分0.6％（利子率の1/2を限度）＝0.6％

小口融資制度・特別小口融資制度
【取扱金融機関】埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫、足利
銀行、東和銀行、埼玉信用組合の各秩父支店

名　　称 小口融資制度 特別小口融資制度

主 な
申 込 要 件

①継続して１年以上市内に
住所および事業所（法人の
場合は本社）を有し、かつ、
同一事業を営んでいること
②市税を完納していること
③許認可等が必要な業種の
場合、有効な許認可等を受
けていること

左記に加えて
①常時使用する従業員が20
人（商業、サービス業は５
人）以下であること
②本制度による保証の他に
埼玉県信用保証協会の保証
を付した借入金のないこと
③市県民税の所得割（法人
は法人税割）があること

融資限度額 運転、設備合わせて1,000万円

利　　 率

年1.75％
※ 市で行う利子補給制度の対象となります。各事業所に
対し、年間支払利子の20％（日本政策金融公庫の国民
生活事業融資制度と合わせて上限10万円）を市が予算
の範囲内で補助します。

20％の利子補給を受けた場合、実際に負担する利率は
1.4％です。

融 資 期 間
運転５年以内（据置６か月以内）
設備７年以内（据置12か月以内）

担　　 保 必要に応じて 不要

保 証 人
個人：原則として不要
法人：原則として代表者

不要

信 用 保 証

年0.45%～1.59%
（埼玉県信用保証協会の審
査により決定）

年0.7％～0.8%
（埼玉県信用保証協会の審
査により決定）

当初契約どおりの融資期間内に完済すると、信用保証料
の全額を市が補助します。

「秩父市安心安全メール」にて、防災・防犯情報、防災無線放送の内容、火災情報を配信中！
右のＱＲコードを読み取るか、t-chichibu@sg-m.jpに本文が空白のままメールを送ってください。

市政に対するご意見・
ご要望は何でも投書箱
へお願いします。　　

9


